
様式第２号（第５条関係）

　本業務は、基本パッケージソフトウェアのシステム構成等を熟知し正確な
対応が求められるものである。このため、システムの詳細な情報、ソフトウェ
アの著作権を有するシステム構築事業者でしか作業出来ないため、当該
業者と随意契約を締結した。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,８９８,６００円

さいたま市浦和区常盤６丁目4番4号外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社佐賀電算センター契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課
(新)子ども未来局子ども育成部子育て支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム運用保守業務件 名



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、基本パッケージソフトウェアのシステム構成等を熟知し、正確
で早急な対応が求められるものである。その他にも当該システムの特許
権、著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない
保守、点検を実施する必要があり、そのような対応が可能であるのは当該
業者のみであるため、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 27 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２４,８６０,０００円

子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課
(新)子ども未来局子ども育成部子育て支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市児童系（児童手当・児童扶養手当）システム運用支援業務件 名

さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　契約の相手方であるパシフィックコンサルタンツ株式会社は、本システム
を企画提案方式により開発した業者であり、開発及びデザインに対する著
作権を市と共有していることから、同社との１者特命随意契約とした。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２,０３５,０００円

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 9 日

パシフィックコンサルタンツ株式会社
埼玉事務所

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課
(新)子ども未来局子ども育成部子育て支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま子育てＷＥＢ運用保守業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、福祉医療システムの安定稼働を確保するため、システム障害
への対応等を含むシステム運用及びシステム改修等のシステム維持管理
を行うものである。
　システムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有している当該業者以外
には実施できないことから、随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 24 日

株式会社日立製作所
北関東支店

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２８,６２８,１６０円

保健福祉局福祉部年金医療課
(新)子ども未来局子ども育成部子育て支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市福祉医療システム維持管理支援業務件 名

さいたま市浦和区常盤６丁目4番4号履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、各区役所で受け付けた福祉３医療（子育て支援医療費助成
事業、心身障害者医療費支給事業、およびひとり親家庭等医療費支給事
業）の医療費支給申請書について、当該帳票約60,000件を回収し、受託
者作業場所において医療費情報の転記、領収書の貼付、データ入力お
よびイメージデータの作成を行うものである。
　各業務の件数が確定できないこと、また業務の種類が６種類にわたるこ
とから複数単価契約とし、随意契約の方法によることとした。
　６者による見積合せを行ったところ、最も廉価であった当該業者と随意契
約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

１４,１２４,０００円 医療費情報転記43円/1件

領収書等貼付41円/1件

外4種類

さいたま市浦和区常盤６丁目4番4号履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 29 日

株式会社ＫＳＫテクノサポート契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

保健福祉局福祉部年金医療課
(新)子ども未来局子ども育成部子育て支援課

業 務 主 管 課 所 名

令和５年度さいたま市福祉及び子育て支援医療費支給データ処理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人さいたま市学童保育の会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６５１,１４０,９４１円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人さいたま市学
童保育の会)

件 名

さいたま市西区西大宮1-47-1-1F　外61か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
７１,６３９,９９２円

さいたま市西区佐知川1112 外7か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人厚生福祉協会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人厚生福祉協
会)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ユナイテッドキッズ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６０,９５４,８７６円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人ユナイテッド
キッズ)

件 名

さいたま市北区日進町1-190-5 外6か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
３１,４１３,７６０円

さいたま市北区日進町3-203 外2か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人どんぐりクラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人どんぐりクラブ)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人学童保育おおみや契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２２８,７９５,３０４円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人学童保育おお
みや)

件 名

さいたま市北区吉野町1-395-1 外21か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
９,９３０,２１６円

さいたま市北区宮原町4-83-13履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人宮原ハーモニー契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人宮原ハーモニー)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人日進小学童保育の会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３９,３５１,５８８円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人日進小学童保
育の会)

件 名

さいたま市北区日進町2-911　外3か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
７８,９５５,５００円

さいたま市北区土呂町1-7-8アイリスビル202 外6か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ＧＥＮＫＩＤＳ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人ＧＥＮＫＩＤＳ)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

ＮＰＯ法人子育て支援キッズスペース契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１１６,３８３,７１２円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(ＮＰＯ法人子育て支援キッズスペー
ス)

件 名

さいたま市北区別所町42-7 外8か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２９,４０２,６１６円

さいたま市北区東大成町2-86-1　2Ｆ　外2か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人東大成・植竹小学童保育の会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人東大成・植竹
小学童保育の会)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人あゆみ会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２２,７５３,１６８円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人あゆみ会)件 名

さいたま市北区本郷町1325-3　外1か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１８,９０３,９６０円

さいたま市大宮区天沼町1-389-3　外1か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人芝川学童保育の会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人芝川学童保育
の会)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人つぼみ会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
９,９０４,４００円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人つぼみ会)件 名

さいたま市大宮区堀の内町3-236履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２１,０３４,９６０円

さいたま市見沼区深作3-31-6　外1か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人春野のびる学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人春野のびる学
童クラブ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人見沼小学童保育の会どろんこクラブ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３９,９３７,５６０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人見沼小学童保
育の会どろんこクラブ)

件 名

さいたま市見沼区東大宮2-43-6　外2か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２９,３９３,０００円

さいたま市見沼区大和田町2-1054-7　外2か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人大砂土東小学童保育の会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人大砂土東小学
童保育の会)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人やまばと学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１０,６４４,９８０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人やまばと学童
クラブ)

件 名

さいたま市見沼区染谷2-243-2履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０,２３４,０８０円

さいたま市見沼区大和田町2-1358履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人あかね会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人あかね会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人チャイルドサポート契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１９,７７２,２４０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人チャイルドサ
ポート)

件 名

さいたま市見沼区風渡野328-7　外１か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２２,２６１,１８４円

さいたま市中央区本町東5-17-25　外2か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人こどもサポートおおぞら契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人こどもサポート
おおぞら)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人三楽契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１１０,４３３,８２０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人三楽)件 名

さいたま市西区三橋6-382-1　外12か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１８４,３３０,８１２円

さいたま市中央区新都心4-9　外17か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人子ども・高齢者生活支援クラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人子ども・高齢者
生活支援クラブ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人カラフルきっず契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６,６４５,２００円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人カラフルきっ
ず)

件 名

さいたま市桜区町谷2-15-12履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
８,５２３,０２８円

さいたま市桜区道場2-1-1 1Ｆ履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社タスク・フォース契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(株式会社　タスク・フォース)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人福田会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
８,５８６,０７０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人福田会)件 名

さいたま市桜区新開2-17-13履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１７,０３１,４００円

さいたま市桜区西堀7-23-5　外1か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人いなほ会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ぽぷら学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３０,４５０,８４０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人ぽぷら学童クラ
ブ)

件 名

さいたま市浦和区瀬ヶ崎4-32-5　外2か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
４４,２５０,８８０円

さいたま市浦和区本太2-12-8-101　外3か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人本太学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人本太学童クラ
ブ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人仲本キッズ・ハウス契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２０,８５２,４３６円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人仲本キッズ・ハ
ウス)

件 名

さいたま市浦和区本太2-12-2　外1か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１９,９１４,６４０円

さいたま市浦和区仲町2-15-9　外1か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人楽育契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人楽育)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人学童保育南子どもの家契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１１,３２５,５００円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人学童保育南子
どもの家)

件 名

さいたま市南区根岸1-19-13履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２９,２２５,０８０円

さいたま市南区鹿手袋7-13-3　外2か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人弘優尽会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人弘優尽会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人三樹会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３１,６０６,５４２円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人三樹会)件 名

さいたま市南区鹿手袋5-5-12　外2か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
４６,５０４,４８０円

さいたま市南区曲本5-4-8　1階　外3か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人なないろ会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人なないろ会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人子育てネット・森の妖精たち契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,３６４,４００円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人子育てネット・
森の妖精たち)

件 名

さいたま市南区白幡5-1-28-303履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
８,８８２,７４０円

さいたま市緑区中尾1403-1履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人さいたま子どもプラザ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人さいたま子ども
プラザ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人尾間木学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
５２,０１７,７６４円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人尾間木学童ク
ラブ)

件 名

さいたま市緑区東浦和8-20-20　2階　外4か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１２,１７３,０３２円

さいたま市緑区芝原2-15-8履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人見沼学童クラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人見沼学童クラ
ブ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

学校法人鳥海学園契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
７,８９８,９６０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(学校法人鳥海学園)件 名

さいたま市緑区大間木3-39-8履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
８,０４４,５００円

さいたま市緑区三室1829-15履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人なかよし愛育会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人なかよし愛育会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人理趣会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４５,３８４,１２４円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人理趣会)件 名

さいたま市緑区美園5-49-15　外3か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１２,３３４,２８４円

さいたま市岩槻区愛宕町4-18　アライビル1Ｆ履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人さいたまクラブ愛契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人さいたまクラブ
愛)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人為成会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６,２１３,２２０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人為成会)件 名

さいたま市岩槻区真福寺1464番地1履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１１,１２５,４００円

さいたま市浦和区東仲町9-8履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人朋仁会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(社会福祉法人朋仁会)件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人エール契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３１,６９９,０４０円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人エール)件 名

さいたま市緑区美園5－34－2　外2か所履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を
保育できない場合に、授業の終了後及び夏休み等の学校休業日に、家
庭に代わる生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立支援を図る
ことを目的としている。
　放課後児童健全育成事業は、民設の放課後児童クラブの保育環境の
改善、安定的運営の確保、保護者負担の軽減を図るため、平成１８年度
から充実強化を実施し、クラブの運営を委託により事業を実施している。
　したがって、受託業者を選定するにあたっては、さいたま市放課後児童
健全育成事業の趣旨を理解し、運営開始時より市の委託を受けて事業を
実施しており、十分な実績及び経験を積んでいるということが必要であるた
め、その性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、随
意契約の方法によることとした。
　また、契約の相手方である上記の事業者が運営している施設は、当該
事業者からの設置申請に基づき、市が設置・運営を認めた施設であること
から、当該事業者専用の施設となっており、事業の性質及び目的からも、
他の業者が実施するとなった場合、継続的かつ確実な運営を確保するこ
とが難しく、事業実施に支障をきたす恐れがあることから、当該事業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２０,７３９,６３０円

さいたま市浦和区本太1-9-7　外1か所履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人和楽キッズクラブ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

放課後児童健全育成事業運営業務(特定非営利活動法人和楽キッズクラ
ブ)

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　さいたま市児童系システムを使用して事務を行うにあたり、運用面での支
援を業務委託する必要があり、本業務の契約の相手方には基本パッケー
ジソフトウェアのシステム構成等を熟知し、正確で早急な対応が求められ
る。その他にも当該システムの特許権、著作権その他の排他的権利を有
するシステム開発者にしかできない保守、点検を実施する必要があり、そ
のような対応が可能であるのは当該業者のみであるため、当該相手方と随
意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 27 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
５,８８５,０００円

子ども未来局子ども育成部青少年育成課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市児童系業務（放課後児童クラブ）システム運用支援業務件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、送迎先幼稚園等が開所するまでの間及び送迎先幼稚園等
の降園時間後に児童を保育する拠点（送迎保育ステーション）を運営する
ものである。
　送迎保育ステーションの設置及び運営にあたっては、令和３年度さいた
ま市子育て支援施設等整備調整委員会において、さいたま市送迎保育ス
テーション設置運営事業者を選定し承認されているところである。
　ついては、上記委員会において選定・承認された事業者を契約の相手
方とし随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
６,９６９,６００円

さいたま市大宮区桜木町１丁目１８５－２のびのびプラザ大宮３F履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 28 日

社会福祉法人若葉会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部幼児政策課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市送迎保育ステーションおおみや運営業務（基本分）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、送迎先幼稚園等が開所するまでの間及び送迎先幼稚園等
の降園時間後に児童を保育する拠点（送迎保育ステーション）を運営する
ものである。
　送迎保育ステーションの設置及び運営にあたっては、令和３年度さいた
ま市子育て支援施設等整備調整委員会において、さいたま市送迎保育ス
テーション設置運営事業者を選定し承認されているところである。
　ついては、上記委員会において選定・承認された事業者を契約の相手
方とし随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 28 日

社会福祉法人博光会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１５,６１５,６００円

子ども未来局幼児未来部幼児政策課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市送迎保育ステーションうらわ運営業務（基本分）件 名

さいたま市浦和区常盤２丁目３１－１０履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、送迎先幼稚園等が開所するまでの間及び送迎先幼稚園等
の降園時間後に児童を保育する拠点（送迎保育ステーション）を運営する
ものである。
　送迎保育ステーションの設置及び運営にあたっては、令和４年度さいた
ま市子育て支援施設等整備調整委員会において、さいたま市送迎保育ス
テーション設置運営事業者を選定し承認されているところである。
　ついては、上記委員会において選定・承認された事業者を契約の相手
方とし随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１５,７４７,６００円

さいたま市南区別所７丁目１９－１９履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 28 日

学校法人秋本学園契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部幼児政策課
(新)子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市送迎保育ステーションむさしうらわ運営業務（基本分）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は植水保育園、指扇保育園及び馬宮保育園の給食調理業務で
ある。
　当初、一般競争入札を実施したが、落札者がなかった。年度当初から役
務の提供を受ける必要がある業務であり、改めて競争入札に付す時間的
余裕がなかったことから、随意契約によることとし、入札参加者の中から随
意契約を希望する者を募ったところ、当該業者が応じたため随意契約によ
り契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 2 日

名阪食品株式会社
関東事業部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１７０,４７８,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市立植水保育園外2園給食調理業務件 名

さいたま市西区佐知川３０６　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、当該設備に係る部品がメーカー独自のものであるため、緊急
時に迅速な対応ができるのは設置メーカーのみである。またリモートメンテ
ナンスは、メーカー内にある情報センターにおいて毎日２４時間体制で実
施しており、上記業者以外では履行できないものであるため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号を適用し、当該業者との随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２,９０４,０００円

さいたま市大宮区桜木町１－１８５－２履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 9 日

三菱電機ビルソリューションズ株式会社
関越支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市のびのびプラザ大宮エレベーター等保守点検業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は田島保育園、文蔵保育園、南浦和保育園及び西堀保育園の
清掃等業務である。 
　当初、指名競争入札を実施したが、落札者がなかった。改めて競争入札
に付したが落札者がなかったため、随意契約によることとし、入札参加者
の中から随意契約を希望する者を募ったところ、当該業者が応じたため随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 10 日

株式会社ケント・コーポレーション契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,８６０,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市立田島保育園外３園清掃等業務件 名

さいたま市桜区田島2-16-7外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、当該設備に係る部品がメーカー独自のものであるため、緊急
時に迅速な対応ができるのは設置メーカーのみである。またリモートメンテ
ナンスは、メーカー内にある情報センターにおいて毎日２４時間体制で実
施しており、上記業者以外では履行できないものであるため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号を適用し、当該業者との随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,５４３,０８０円

さいたま市岩槻区西町３－１－２４外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 9 日

三菱電機ビルソリューションズ株式会社
関越支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市立西町保育園外１園エレベーター保守点検業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、公立保育所の業務効率化を図るため、保育業務支援システ
ムの運用保守管理を行う業務である。当該システムの特許権、著作権その
他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない保守、点検を実
施するため、当該システムの開発業者と随意契約により契約を締結した。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

株式会社ウェルキッズ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１４,４９３,６００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市保育業務支援システム運用保守業務件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、保育課で雇用している保育士等の臨時職員を管理する目的
のシステムに関わる保守業務である。当該システムの特許権、著作権その
他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない保守、点検を実
施するため、当該システムの開発業者と随意契約により契約を締結した。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,８６１,２００円

さいたま市浦和区常盤６－４－４履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 6 日

ミツイワ株式会社
関東営業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市保育園臨時職員給与管理システム保守業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　システムの安定稼働を確保し、市民サービスの低下を防ぐことを目的と
し、システムの稼働状況の監視をはじめ、障害発生時の復旧対応、システ
ムの運用改善のための各種適用作業、運用技術支援としての問い合わ
せ・要望対応を行うものであり、システムの仕様ならびにソフトウェアに関す
る詳細な情報を熟知し、対応する知識を有している必要があるため、シス
テムに関する詳細な情報を持ち、ソフトウェアの著作権を有しているシステ
ム構築事業者でなければ実施できないものであることから、当該事業者を
契約の相手方とし、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 22 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１４,６７４,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市保育料システム運用支援業務件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　システムの安定稼働を確保し、市民サービスの低下を防ぐことを目的と
し、システムの稼働状況の監視をはじめ、障害発生時の復旧対応、システ
ムの運用改善のための各種適用作業、回答精度向上のための設問・単語
データの改良作業等を行うものであり、システムの仕様ならびにソフトウェ
アに関する詳細な情報を熟知し、対応する知識を有している必要があるた
め、システムに関する詳細な情報を持ち、ソフトウェアの著作権を有してい
るシステム構築事業者でなければ実施できないものであることから、当該
事業者を契約の相手方とし、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２,６６６,４００円

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 30 日

日本トータルテレマーケティング株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部幼児政策課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市保育関連AIチャットボットシステム運用保守業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

医療法人共育会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

さいたま市見沼区東大宮６－２２－６履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

さいたま市桜区上大久保４３２履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

医療法人聖仁会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

医療法人社団誠信会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－３履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

さいたま市緑区中尾２６５９－１３履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

めざわこどもクリニック契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

医療法人若杉会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

さいたま市岩槻区南平野３－３２－５　２階履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０,４１５,０００円

さいたま市西区西遊馬７７１－１１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人俊江会契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

さいたま赤十字病院契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,８２７,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

さいたま市中央区新都心１－５履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０,４１５,０００円

さいたま市北区奈良町３２－６履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社夢眠ホーム契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人こばと契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１０,４１５,０００円

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

さいたま市南区南本町２－２２－２履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は保育施設等へ通所中の児童が、病気または病気回復期のた
め保育施設での集団保育困難時期に、一時的に保育を行うものであり、
業務実施に当たっては、専用のスペースを有し、医療機関及び医師会の
協力を得る必要がある。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方は、業務のための専用スペースを有し、協力医療機関・指
導医について医師会より推薦を受けており、入札に付する他の事業者もな
いことから当該事業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０,４１５,０００円

さいたま市大宮区浅間町１－１１７履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社ラボーロ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局幼児未来部保育課
(新)子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市病児保育事業運営業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、年々増加している児童虐待通告の対応にあたり、児童相談
所は受傷がある、保護を要するなどリスクが高いと児童相談所が判断した
ものへの対応に注力し、泣き声での通告などリスクが低いと判断したもの
については、受託者に家庭訪問などの安全確認業務を委託することで、
児童の安全確認の強化を図るものである。
　福祉に関する専門的経験があり、事業の主旨を理解し運営を行う事業
者を選定する必要があるため、公募型プロポーザル方式による委託事業
者の選定を行い、随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 24 日

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
埼玉事業本部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１６,７８７,８８９円

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所業 務 主 管 課 所 名

さいたま市児童の安全確認等業務件 名

さいたま市北部児童相談所及びさいたま市南部児童相談所管内（さいた
ま市全域）

履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務の目的を達成するために必要な経験、技術、人材を有し、継続
的な支援も必要とされる。
　また、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿の中で福祉型
と医療型児童発達支援センターの双方の実績があるものが、当該業者だ
けであるため、当該業者と随意契約による契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１７８,５５１,０００円

さいたま市桜区田島２－１６－２　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 24 日

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草業 務 主 管 課 所 名

さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務件 名

業務委託随意契約結果表


